
鈴
木
　
進
　

議
員

　
今
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
は

次
の
と
お
り
で
す
。
意
見
書
は
関
係

機
関
に
送
付
い
た
し
ま
し
た
。

　
超
低
金
利
時
代
と
い
わ
れ
る
現
在
、

消
費
者
金
融
、
信
販
会
社
、
銀
行
な

ど
複
数
業
者
か
ら
返
済
能
力
を
超
え

た
借
り
入
れ
を
し
て
、
苦
し
ん
で
い

る
多
重
債
務
者
が
後
を
絶
た
ず
、
社

会
問
題
化
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
貸
金
業
の

規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
貸

金
業
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
４３
条

の
「
み
な
し
弁
済
」
規
定
を
適
用
さ

せ
、
利
息
制
限
法
の
上
限
（
年
１５
〜

２０
％
）
は
上
回
る
が
、
出
資
の
受
入

れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
出
資
法
」

と
い
う
。
）
の
上
限
（
年
２９.２
％
、
日

賦
貸
金
業
者
及
び
電
話
担
保
金
融
は

年
５４.７５
％
）
よ
り
は
低
い
金
利
、
い
わ

ゆ
る
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金
利
」
で
営

業
す
る
貸
金
業
者
が
多
い
と
い
う
実

態
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
中
、
最
高
裁
判
所
は
、

貸
金
業
者
の
利
息
制
限
法
の
上
限
を

超
え
る
利
息
に
つ
い
て
「
み
な
し
弁

済
」
規
定
の
適
用
条
件
を
厳
格
に
解

釈
し
た
判
決
を
示
し
た
。

　
国
で
は
、
平
成
１９
年
１
月
を
目
途

に
出
資
法
等
の
上
限
金
利
を
見
直
す

と
し
て
い
る
。
今
回
の
見
直
し
時
期

を
と
ら
え
、
借
受
者
の
不
安
を
一
日

で
も
早
く
解
消
す
べ
き
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
法
改
正
に
当
た
っ

て
は
、
下
記
事
項
を
実
現
す
る
よ
う

強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
記

１
　
出
資
法
の
上
限
金
利
を
利
息
制

　
限
法
の
制
限
金
利
ま
で
引
き
下
げ

　
る
こ
と
。

２
　
貸
金
業
規
制
法
第
４３
条
の「
み
な

　
し
弁
済
」規
定
を
廃
止
す
る
こ
と
。

３
　
出
資
法
に
お
け
る
日
賦
貸
金
業

　
者
及
び
電
話
担
保
金
融
に
対
す
る

　
特
例
金
利
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大

臣
、
総
務
大
臣
、
法
務
大
臣
、
金
融
・

経
済
財
政
政
策
担
当
大
臣
あ
て
）

脳
脊
髄
液
減
少
症
に
関
す
る
研
究
の

推
進
及
び
治
療
法
の
確
立
等
を
求
め

る
意
見
書

　
脳
脊
髄
液
減
少
症
は
、
交
通
事
故
、

ス
ポ
ー
ツ
障
害
、
落
下
事
故
、
暴
力

な
ど
に
よ
る
頭
部
や
全
身
へ
の
強
い

衝
撃
に
よ
っ
て
脳
脊
髄
液
が
慢
性
的

に
漏
れ
続
け
、
頭
痛
、
首
や
背
中
の

痛
み
、
腰
痛
、
目
ま
い
、
吐
き
気
、

視
力
低
下
、
耳
鳴
り
、
思
考
力
低
下
、

う
つ
症
状
、
睡
眠
障
害
、
極
端
な
全

身
倦
怠
感
・
疲
労
感
等
の
さ
ま
ざ
ま

な
症
状
が
複
合
的
に
現
わ
れ
る
病
気

で
あ
り
、
難
治
性
の
い
わ
ゆ
る
「
む

ち
打
ち
症
」
の
原
因
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
病
気
は
、
こ
れ
ま

で
原
因
が
特
定
さ
れ
な
い
場
合
が
多

く
、
「
怠
け
病
」
あ
る
い
は
「
精
神

的
な
も
の
」
と
判
断
さ
れ
て
き
た
た

め
、
患
者
の
肉
体
的
・
精
神
的
苦
痛

は
も
と
よ
り
、
患
者
の
家
族
等
の
苦

労
も
は
か
り
知
れ
な
か
っ
た
。

　
近
年
、
こ
の
病
気
に
対
す
る
認
識

が
徐
々
に
広
が
り
、
研
究
に
取
り
組

ん
で
い
る
医
師
た
ち
か
ら
新
し
い
診

断
法
・
治
療
法
（
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ

療
法
等
）
の
有
用
性
が
報
告
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
医
学
会
に

お
い
て
も
脳
脊
髄
液
減
少
症
に
関
し

て
本
格
的
な
検
討
を
行
う
機
運
が
生

ま
れ
つ
つ
あ
る
。
長
年
苦
し
ん
で
き

た
患
者
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
大

き
な
光
明
と
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
病
気
の
一

般
の
認
知
度
は
ま
だ
ま
だ
低
く
、
患

者
数
な
ど
実
態
も
明
ら
か
に
な
っ
て

い
な
い
。

　
ま
た
、
全
国
的
に
も
こ
の
診
断
・

治
療
を
行
う
医
療
機
関
が
少
な
い
た

め
、
患
者
・
家
族
等
は
大
変
な
苦
労

を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
下
記
事
項
の
早
期

実
現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
記

１
　
交
通
事
故
等
の
外
傷
に
よ
る
脳

　
脊
髄
液
減
少
症
患
者
の
実
態
調
査

　
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
患
者
・

　
家
族
等
に
対
す
る
相
談
及
び
支
援

　
の
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

２
　
脳
脊
髄
液
減
少
症
に
つ
い
て
さ

　
ら
に
研
究
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

　
診
断
法
や
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法

　
を
含
む
治
療
法
を
早
期
に
確
立
す

　
る
こ
と
。

３
　
脳
脊
髄
液
減
少
症
の
治
療
法
の

　
確
立
後
、
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法

　
等
の
新
し
い
治
療
法
に
対
し
て
早

　
期
に
保
険
を
適
用
す
る
こ
と
。

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大

臣
、
総
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、

厚
生
労
働
大
臣
あ
て
）

　
　
（
以
上
２
件
、
６
月
２８
日
議
決
）

　
全
国
市
議
会
議
長
会
と
関
東
市
議

会
議
長
会
よ
り
、
足
立
区
議
会
議
員

３
名
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

○
全
国
市
議
会
議
長
会

○
関
東
市
議
会
議
長
会

　
特
別
表
彰
（
３５
年
以
上
）
　
１
名

　
一
般
表
彰
（
１５
年
以
上
）
　
２
名

出
資
法
及
び
貸
金
業
規
制
法
の

改
正
に
関
す
る
意
見
書


